
 
令和 ７年度 松川町環境衛生員会議 

 

令和 ７年 ４月 ８日㈫１９：００ 

        松川町役場  大会議室 

１．開会     

         

２．あいさつ   

         

３．会議事項 

 

（１）松川町のごみ排出量と分別状況について 

①ごみ排出量の状況 

②ごみの処理フロー 

③燃やすごみチェックの結果 

④燃やすごみの減量 

 

（２）ごみ排出の年間計画と注意点について 

①燃やすごみ 

②埋立ごみ 

③ガラスビン 

④乾電池・蛍光管 

⑤粗大ごみ・小型家電 

 

（３）ごみ集積所の管理等について（環境衛生員の皆様へのお願い） 

    ①ごみ排出カレンダーの掲示、分別収集の周知 

    ②ガラスビン・ペットボトル収集日の立会い 

    ③転入者へのごみ集積所等の案内 

    ④代表者への通知について 

 

 （４）その他 

①出前講座について 

    ②燃やすごみステーション代表者変更方法について  

    ③ごみ排出日お知らせサービスについて 

④エコバスツアーの開催について 

    ⑤松川町 ＬＩＮＥ公式アカウントについて 

 

４．質疑応答 

 

５．閉会 
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（１）松川町のごみ排出量と分別状況について 

①ごみ排出量の状況              （単位：ｔ）  

 

 

 

分類別排出量の推移 

 
 

分類 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 平均 

燃やすごみ 1,634 1,629 1,673 1,614 1,593 1,629 

埋立ごみ 64 64 64 64 44 60 

資
源
ご
み 

金物類 47 43 37 33 32 38 

古紙類 248 231 209 176 160 205 

ペットボトル 15 14 13 11 13 13 

プラスチック資源 149 148 140 132 136 141 

紙製容器包装 47 43 42 42 40 43 

廃プラスチック ― ― ― ― ―  

ガラスビン 80 76 70 66 66 72 

計 586 555 511 460 447 512 

粗
大
ご
み
他 

粗大ごみ 20 26 25 25 24 24 

小型家電 13 11 10 8 7 10 

有害ごみ 4 4 3 3 3 3 

衣類 20 18 17 14 13 16 

計 58 59 55 50 47 54 

合計 2,341 2,307 2,303 2,188 2,131 2,254 

単位：(t) 
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②ごみの処理フロー 

 

古紙類

ガラスビン・ペットボトル

識別マークのある牛乳パック、ジュース等は店頭回収やＰＴＡ回収にお願いします。

１袋１０㎏　￥４００円で販売中

有価物として売却

有価物として売却

協会より拠出

有価物として売却

協会より拠出

中間処理施設

燃やすごみ

稲葉クリーンセンター
熱で発電。
残渣は県外の最終処分場へ。

焼 却

埋 立 ご み 町一般廃棄物処分場

金 物 類 圧縮・梱包 カンなどの鉄製品

ガラスビン 圧縮・破砕
ビン・ガラス製品・タイルなど

紙製容器包装

新聞紙・雑誌類

ダンボール

ペットボトル

プラスチック資源

圧縮・梱包 紙製品

新聞紙・ボール紙等

ダンボール製品

繊維の原材料

プラスチック製品・
固形燃料チップ（不適合品）

破砕・梱包

選別・破袋
圧縮・梱包

古 衣 料

乾電池・蛍光管

選 別

選別・解体
破砕など

中古衣料、   ・         、   等

製鉄原料・アルミ原料・水銀・ガラス原料
など

粗大ごみ・家電リサイク
ル品

リサイクル法に基づく処理、金属回収、
焼却など

圧縮・梱包

小型家電リサイクル品 選別・解体
鉄原料・アルミ原料・金・銀・銅・レアメタル
など

フードリサイクル 堆肥化 土壌改良材
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③「燃やすごみ」チェックの結果 

年２回、稲葉クリーンセンターで無作為に抽出したごみ袋の内容を確認す

る燃やすごみチェックを実施しております。結果は下記のとおりです。 

 

第１回（令和６年８月２１日） 

ごみの組成 重量（５袋） 割合 品目 

燃やすごみ １４，０１５ｇ ８１．１３％  

紙 資源 ６１０ｇ ３．５３％  

プラ 資源 ８７０ｇ ５．０４％  

埋立てごみ ６６０ｇ ３．８２％ 楽器 

金属 ２０ｇ ０．１２％ ビンの蓋 

その他 １，１００ｇ ６．３７％ ビン 

合計 １７，２７５ｇ １００．００％  

 

第２回（令和７年２月１４日） 

ごみの組成 重量（５袋） 割合 品目 

燃やすごみ ２０，６３５ｇ ９５．４９％  

紙 資源 ６４０ｇ ２．９６％  

プラ 資源 ３００ｇ １．３９％  

埋立てごみ ０ｇ ０．００％  

金属 ２５ｇ ０．１２％ 空き缶 

その他 １０ｇ ０．０５％ イヤホン 

合計 ２１，６１０ｇ １００．００％  

 燃やすごみの多くは、厨芥類（生ごみ）、紙くずです。生ごみは乾燥させて

排出してもらえると削減効果が高いです。 

 

 

 

④燃やすごみの減量 

・紙製容器包装、プラスチック資源、ペットボトル、段ボール・雑誌等、資 

源ごみの分別をしましょう。 

・使用済インクカートリッジは、役場、上片桐支所、生田支所、えみりあに 

備え付けの回収ボックスへ入れましょう。 

・燃やすごみの中で１番重量が多いのは生ごみです。十分に水を切り排出し 

てください。家庭用生ごみ処理機購入補助をご利用ください。 

補助対象 補助条件 補助金額 

ボカシ容器 ２基以上購入                                      

購入価格(消費税別)の 

１/２以内 

上限４万円 

コンポスター １基以上購入 

生ごみ処理機 

生ごみを微生物による分解または乾燥 

による堆肥化の方法で減量化する構造 

のもので(破砕処理方式は除く)購入価 

格３万円(消費税別)以上のもの 
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（２）ごみ排出の年間計画と注意点について 
「令和７年度 家庭ごみ排出カレンダー」を参照し排出してください。 

①燃やすごみ 

・町の指定袋(北部衛生事務協議会・黄色)で排出してください。指定以外の袋で 

は排出できません。 

 

②埋立ごみ 

・ランドセル、磁石は埋立ごみとして出してください。(焼却炉に悪影響を与えます。) 

・携帯電話、ゲーム機などは小型家電として排出してください。 

 

③ガラスビン 

・びんの形をした陶磁器ボトル等はガラスビンとしてリサイクルできません。 

 埋立ごみとして排出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④乾電池・蛍光管（９月１４日㈰、２月２８日㈯ ９：００～１１：００） 

・乾電池は、役場東側に備え付けの年中利用可能な乾電池収集ボックスもご利用

ください。支所では収集１週間前から乾電池の事前収集も実施しております。 

 

⑤粗大ごみ・小型家電（ ９：００～１１：００） 

収集日 
４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ３月 

２０日㈰ ７日㈯ １９日㈫ １８日㈯ １３日㈯ ８日㈰ 

・会場は樫原一般廃棄物最終処分場になります。上片桐方面からの一方通行にご

協力お願いします。 
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（３）ごみ集積所の管理等について(環境衛生員の皆様への願い) 
 

①ごみ排出カレンダーの掲示、分別収集の周知 

・集積所に、ごみ排出カレンダー（ラミネート版）を掲示してください。 

※複数箇所集積所がある地区には、箇所分をお配りします。 

・集積所や排出状況の点検。収集されず残されたごみ袋等でお困りの場合は

環境係までご連絡ください。 

・飲食店、小売店、事務所などから排出されるごみ（「事業系一般廃棄物」

または、「産業廃棄物」）は、事業者の責任と費用負担により処理するこ

ととなっているので、集積所には排出しないでください。 
 

②ガラスビン・ペットボトル収集日の立会い（７：００～８：００） 

・収集用コンテナの準備を行ってもらい、排出時間帯の立会い、分別の案内 

をお願いします。収集車が回る間、待っていてもらう必要はありません。 

コンテナが不足、破損、ガラスビン分類プレートが必要な場合は環境係ま 

でご連絡ください。 
 
③転入者へのごみ集積所等の案内 

・転入手続きの際に、分別方法の説明、集積所の場所の案内、初回排出前に 

環境衛生員の皆さまへ１度連絡するようお名前連絡先をお伝えしておりま 

す。連絡が行きますので運用について説明をお願いします。 

・転入された方の情報は了承を得て、環境衛生員の皆さまへ役場から通知し 

ております。個人情報の取り扱いにご留意ください。 

 ・資源ごみ集積所については、自治会で管理されているため、代表者である 

環境衛生員の皆さまへ通知させていただいております。代表者が環境衛生 

員ではない場合や、自治会長や別の方に連絡をした方がいい場合は本日お 

帰りの際に教えてください。また今後変更される際も連絡ください。 

・燃やすごみステーションについては、ステーション近隣の住民でつくる自 

治会とは別の組織が管理するため、組織の代表者へ通知しております。こ 

ちらも代表者が変わられた際は、ご連絡ください。 

 

 

～転入されてきた方へはカレンダーと分別手引きをお渡しし、しっかりと分別

の説明、排出のルールを説明しております。引き続き、住民の皆様が、誰でも

ごみを排出できるようにご協力をお願いします～ 

 

 

 

 

 

収集日 
４月 ６月 ７月 ８月 １０月 １２月 ２月 

２７日㈰ ２２日㈰ ２７日㈰ ２４日㈰ １９日㈰ １４日㈰ ２２日㈰ 
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（４）その他 

①出前講座について 

・ごみの分別方法とリサイクルの流れについて説明します。 

 

②燃やすごみステーション代表者変更方法について 

 ・令和 ７年度の燃やすごみステーション代表者を兼務されている方で、

変更届が未提出の場合は提出をお願いします。様式をご用意してありま

すので本日記入できる方はお願いします。また、年度の途中に変わられ

る際も、提出をお願いします。 

 

③ごみ排出日お知らせサービスについて 

 ・先月までメール配信サービスを行っておりましたが、サービスの終了と

なりました。変わりに町公式ＬＩＮＥのカテゴリ配信登録を行うことに

より、前日１８：００に通知が届くようになりました。ＱＲコードはご

みカレンダー右上に掲載しております。 

 

④エコバスツアーの開催について 

 ・昨年度から再び開催しております。よろしければご参加ください。 

 

⑤松川町 ＬＩＮＥ公式アカウントについて 

 ・広報まつかわやまつかわカレンダーが見ることができ、ごみ排出日から

ゴミカレンダーも見ることができ、排出日通知を登録することができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


